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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の駆動信号に従って超音波を被検体に送信すると共に、被検体から伝搬する超音波
エコーを受信することにより複数の受信信号を出力する複数の超音波トランスデューサを
含む超音波プローブと、
　前記超音波プローブから出力される複数の受信信号に基づいて、被検体内の血管の内径
と、径方向の複数の位置における血流速度とをほぼ同時に測定する測定手段と、
　前記測定手段によって測定された血流速度を径方向に微分することによって血管の内壁
点における径方向の速度勾配を計算し、計算された速度勾配と、前記測定手段によって測
定された血管の内径と、予め設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の所定の長さの
両端における圧較差を計算する計算手段と、
を具備する超音波診断装置。
【請求項２】
　血流速度をｕとし、血管の径方向の変移をｒとし、血管の内半径をＲとし、血管の所定
の長さをＬとし、血液の粘性率をμとしたときに、前記計算手段が、長さＬの両端におけ
る圧較差ΔＰを、次式（４）：
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【数４】

に従って計算する、請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　複数の駆動信号に従って超音波を被検体に送信すると共に、被検体から伝搬する超音波
エコーを受信することにより複数の受信信号を出力する複数の超音波トランスデューサを
含む超音波プローブと、
　前記超音波プローブから出力される複数の受信信号に基づいて、血管の長手方向に所定
の距離だけ離れた２つの位置における血管の内径と、少なくとも１つの位置における血管
の厚さと、径方向の複数の位置における血流速度とをほぼ同時に測定する測定手段と、
　前記測定手段によって測定された血流速度を径方向に微分することによって血管の内壁
点における径方向の速度勾配を計算し、計算された速度勾配と、前記測定手段によって測
定された血管の内径及び厚さと、２つの位置における血管の内径差と、所定の距離と、予
め設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の弾性率を計算する計算手段と、
を具備する超音波診断装置。
【請求項４】
　血流速度をｕとし、血管の径方向の変移をｒとし、血管の厚さをｈとし、血管の内半径
をＲとし、２つの位置における血管の内径差をΔｄとし、所定の距離をＬとし、血液の粘
性率をμとしたときに、前記計算手段が、血管の弾性率Ｅを、次式（１４）：

【数１４】

に従って計算する、請求項３記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記計算手段が、前記測定手段によって繰り返し測定される血流速度に基づいて速度勾
配を計算し、所定の期間内のある時点において速度勾配が最大となったときに、その速度
勾配と、その時点において測定された血管の内径及び厚さと、その時点において測定され
た２つの位置における血管の内径差と、所定の距離と、予め設定された血液の粘性率とに
基づいて、血管の弾性率を計算する、請求項３又は４記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記計算手段が、前記測定手段によって繰り返し測定される２つの位置における血管の
内径に基づいて血管の内径差を計算し、所定の期間内のある時点において血管の内径差が
最大となったときに、その血管の内径差と、その時点において測定された血管の内径及び
厚さと、その時点において測定された血流速度から計算された速度勾配と、所定の距離と
、予め設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の弾性率を計算する、請求項３又は４
記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　複数の超音波トランスデューサを含む超音波プローブを用いて、超音波を被検体に送信
すると共に、被検体から伝搬する超音波エコーを受信することにより、被検体内の血管の
内径と、径方向の複数の位置における血流速度とをほぼ同時に測定するステップ（ａ）と
、
　ステップ（ａ）において測定された血流速度を径方向に微分することによって血管の内
壁点における径方向の速度勾配を計算し、計算された速度勾配と、ステップ（ａ）におい
て測定された血管の内径と、予め設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の所定の長
さの両端における圧較差を計算するステップ（ｂ）と、
を具備する圧較差測定方法。
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【請求項８】
　血流速度をｕとし、血管の径方向の変移をｒとし、血管の内半径をＲとし、血管の所定
の長さをＬとし、血液の粘性率をμとしたときに、ステップ（ｂ）が、長さＬの両端にお
ける圧較差ΔＰを、次式（４）：
【数４】

に従って計算する、請求項７記載の圧較差測定方法。
【請求項９】
　複数の超音波トランスデューサを含む超音波プローブを用いて、超音波を被検体に送信
すると共に、被検体から伝搬する超音波エコーを受信することにより、血管の長手方向に
所定の距離だけ離れた２つの位置における血管の内径と、少なくとも１つの位置における
血管の厚さと、径方向の複数の位置における血流速度とをほぼ同時に測定するステップ（
ａ）と、
　ステップ（ａ）において測定された血流速度を径方向に微分することによって血管の内
壁点における径方向の速度勾配を計算し、計算された速度勾配と、ステップ（ａ）におい
て測定された血管の内径及び厚さと、２つの位置における血管の内径差と、所定の距離と
、予め設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の弾性率を計算するステップ（ｂ）と
、
を具備する血管弾性測定方法。
【請求項１０】
　血流速度をｕとし、血管の径方向の変移をｒとし、血管の厚さをｈとし、血管の内半径
をＲとし、２つの位置における血管の内径差をΔｄとし、所定の距離をＬとし、血液の粘
性率をμとしたときに、ステップ（ｂ）が、血管の弾性率Ｅを、次式（１４）：
【数１４】

に従って計算する、請求項９記載の血管弾性測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体内において反射された超音波エコーの受信信号に基づいて血管におけ
る圧較差又は血管の弾性に関する情報を求めることができる超音波診断装置に関し、さら
に、そのような超音波診断装置において用いられる圧較差測定方法及び血管弾性測定方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　血管弾性を示す指標として、脈派伝搬速度やスティフネスパラメータβ等が知られてい
る。実用化されている機器においては、腕と足の脈派伝搬速度を測定するＡＢＩ（Ankle-
Brachinal Index：足関節/上腕血圧比）測定や、その伝搬速度を用いてスティフネスパラ
メータβを推定するＣＡＶＩ（Cardio Ankle Vascular Index：心臓足関節血管指標）測
定等が用いられている。
【０００３】
　しかしながら、これらの値は指標であり、固定の係数で重み付けされたもので、血管弾
性の絶対値を推定するものではない。さらに、脈派伝搬速度を測定する際に、十分に離れ
た２点間での測定が必要であり、腕と足といった部位が選ばれているので、血管局所の弾
性を表すものではなく、かなり広範囲に亘る部位における平均値を示しているに過ぎない
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。また、脈派測定は、カフ（血圧計で腕に巻くバンド）を用いて血圧測定をするものであ
り、その測定の安定性にも問題がある。
【０００４】
　一方、超音波を用いて頚動脈等の動脈血管のＩＭＴ（Intima Media Thickness：内膜中
膜複合体厚）を計測することによって血管の特性を評価しようとする試みが行われている
。この方法は、簡便ではあるが、ＩＭＴの変化はそもそも動脈硬化の結果として現れるも
のであり、血管弾性とは必ずしも相関がないという議論がある。
【０００５】
　また、近年においては、動脈血管の内径やＩＭＴの変化を血流途絶前後において測定す
るＦＭＤ（Flow Mediated Dilatation：血流依存性血管拡張反応）検査によって血管特性
を測定する試みがされているが、患者の安静が必要である等、測定環境が厳格であったり
、超音波計測と同時に血圧測定を行わなければならない点等のために、決して簡便な測定
とは言えない。また、収縮期と拡張期におけるＩＭＴ等の血管壁厚の変化を測定すること
によって、血管弾性率をその定義に則って推定することが可能であるが、そのためには、
どれだけの力を加えて血管壁厚の変化が生じたのかを知る必要がある。血管を拡張させる
のはその内圧であるから、力の変化として血圧の変化を用いるのが妥当ではあるが、超音
波計測と同時に血圧計測を行い、また、それが超音波計測時の内圧であるという仮定を行
わなければならない。このように、ＦＭＤ検査は、測定の信頼性欠如という問題と、測定
の煩雑さという問題を孕んでいる。
【０００６】
　関連する技術として、特許文献１には、超音波を利用して局所血圧をより正確に測定す
ることを目的とする超音波診断装置が開示されている。この超音波診断装置は、被検体に
対して超音波の送受波を行う送受波手段と、超音波の送受波により得られた受信信号に基
づいて、被検体内の血管における特定の局所部位について、そのサイズの時間変化を表す
局所サイズ波形情報を求める血管サイズ波形情報演算手段と、被検体の体表面に装着され
、最高血圧及び最低血圧を測定する血圧計と、血圧計によって測定された最高血圧及び最
低血圧に基づいて局所サイズ波形情報を換算することにより、特定の局所部位について、
その局所血圧の時間変化を表す局所血圧波形情報を推定する推定手段とを含み、推定手段
が、局所サイズ波形情報から局所血圧波形情報を推定する非線形関数に対して、最高血圧
及び最低血圧を与えることにより、局所血圧波形情報を求める演算を実行することを特徴
とする。
【０００７】
　特許文献１によれば、被検体内の血管における特定の局所部位について求められた局所
サイズ波形情報に基づいて、局所血圧の時間変化を表す局所血圧波形情報を求めることが
できるものの、血圧計を用いて最高血圧及び最低血圧を測定する必要があるので、測定が
煩雑になってしまう。
【０００８】
　また、特許文献２には、血圧計と超音波診断装置とで実測容易であり、且つ、従来の血
管弾性率よりも信憑性のある血管弾性率を計測可能な血管弾性率計測方法が開示されてい
る。この血管弾性率計測方法は、第１の血圧ｐi1と、血管内側半径ａ１と、血管外側半径
ｂ１とを測定し、さらに、第２の血圧ｐi2と、血管内側半径ａ２と、血管外側半径ｂ２と
を測定し、Ｅ＝〔ｐi2｛ａ２

２／（ｂ２
２－ａ２

２）｝－ｐi1｛ａ１
２／（ｂ１

２－ａ１
２）｝〕／｛（ｂ２－ｂ１）／（ｂ２＋ｂ１）｝により血管弾性率Ｅを求めることを特徴
とする。
【０００９】
　特許文献２によれば、２種類の血圧と、それらに対応する血管内側半径及び血管外側半
径とに基づいて、血管弾性率を求めることができるものの、血圧計を用いて２種類の血圧
を測定する必要があるので、測定が煩雑になってしまう。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１０】
【特許文献１】特開２００４－４１３８２号公報（第３頁、図１）
【特許文献２】特開２００２－２０９８５７号公報（第２頁、図１）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　そこで、上記の点に鑑み、本発明は、被検体の血圧を測定することなく、被検体内にお
いて反射された超音波エコーの受信信号のみに基づいて血管における圧較差又は血管の弾
性に関する情報を求めることができる超音波診断装置を提供することを目的とする。さら
に、本発明は、そのような超音波診断装置において用いられる圧較差測定方法及び血管弾
性測定方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するため、本発明の第１の観点に係る超音波診断装置は、複数の駆動信
号に従って超音波を被検体に送信すると共に、被検体から伝搬する超音波エコーを受信す
ることにより複数の受信信号を出力する複数の超音波トランスデューサを含む超音波プロ
ーブと、超音波プローブから出力される複数の受信信号に基づいて、被検体内の血管の内
径と、径方向の複数の位置における血流速度とをほぼ同時に測定する測定手段と、測定手
段によって測定された血流速度を径方向に微分することによって血管の内壁点における径
方向の速度勾配を計算し、計算された速度勾配と、測定手段によって測定された血管の内
径と、予め設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の所定の長さの両端における圧較
差を計算する計算手段とを具備する。
【００１３】
　また、本発明の第２の観点に係る超音波診断装置は、複数の駆動信号に従って超音波を
被検体に送信すると共に、被検体から伝搬する超音波エコーを受信することにより複数の
受信信号を出力する複数の超音波トランスデューサを含む超音波プローブと、超音波プロ
ーブから出力される複数の受信信号に基づいて、血管の長手方向に所定の距離だけ離れた
２つの位置における血管の内径と、少なくとも１つの位置における血管の厚さと、径方向
の複数の位置における血流速度とをほぼ同時に測定する測定手段と、測定手段によって測
定された血流速度を径方向に微分することによって血管の内壁点における径方向の速度勾
配を計算し、計算された速度勾配と、測定手段によって測定された血管の内径及び厚さと
、２つの位置における血管の内径差と、所定の距離と、予め設定された血液の粘性率とに
基づいて、血管の弾性率を計算する計算手段とを具備する。
【００１４】
　本発明の第１の観点に係る圧較差測定方法は、複数の超音波トランスデューサを含む超
音波プローブを用いて、超音波を被検体に送信すると共に、被検体から伝搬する超音波エ
コーを受信することにより、被検体内の血管の内径と、径方向の複数の位置における血流
速度とをほぼ同時に測定するステップ（ａ）と、ステップ（ａ）において測定された血流
速度を径方向に微分することによって血管の内壁点における径方向の速度勾配を計算し、
計算された速度勾配と、ステップ（ａ）において測定された血管の内径と、予め設定され
た血液の粘性率とに基づいて、血管の所定の長さの両端における圧較差を計算するステッ
プ（ｂ）とを具備する。
【００１５】
　また、本発明の第２の観点に係る血管弾性測定方法は、複数の超音波トランスデューサ
を含む超音波プローブを用いて、超音波を被検体に送信すると共に、被検体から伝搬する
超音波エコーを受信することにより、血管の長手方向に所定の距離だけ離れた２つの位置
における血管の内径と、少なくとも１つの位置における血管の厚さと、径方向の複数の位
置における血流速度とをほぼ同時に測定するステップ（ａ）と、ステップ（ａ）において
測定された血流速度を径方向に微分することによって血管の内壁点における径方向の速度
勾配を計算し、計算された速度勾配と、ステップ（ａ）において測定された血管の内径及
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び厚さと、２つの位置における血管の内径差と、所定の距離と、予め設定された血液の粘
性率とに基づいて、血管の弾性率を計算するステップ（ｂ）とを具備する。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の第１の観点によれば、被検体から伝搬する超音波エコーを受信して、被検体内
の血管の内径と、径方向の複数の位置における血流速度とをほぼ同時に測定することによ
り、血管の所定の長さの両端における圧較差を計算することができる。また、本発明の第
２の観点によれば、被検体から伝搬する超音波エコーを受信して、血管の長手方向に所定
の距離だけ離れた２つの位置における血管の内径と、少なくとも１つの位置における血管
の厚さと、径方向の複数の位置における血流速度とをほぼ同時に測定することにより、血
管の弾性率を計算することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置を用いた血管の弾性率の測定を示す図
である。
【図３】本発明の一実施形態の変形例に係る超音波診断装置を用いた血管の弾性率の測定
を示す図である。
【図４】管壁にかかるずり応力の算出を説明するための模式図である。
【図５】弾性管の内圧変化及び内径変化を示す図である。
【図６】弾性管の内圧変化に対する力の平衡を説明するための図である。
【図７】血管の弾性率の計算に用いられる項目を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。
　図１は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。こ
の超音波診断装置は、超音波プローブ１０と、走査制御部１１と、送信遅延パターン記憶
部１２と、送信制御部１３と、駆動信号発生部１４と、受信信号処理部２１と、受信遅延
パターン記憶部２２と、受信制御部２３と、Ｂモード画像信号生成部３０と、測定部４１
と、圧較差計算部４２と、弾性率計算部４３と、画像表示制御部５１と、表示部５２と、
操作卓６１と、制御部６２と、格納部６３とを有している。
【００１９】
　超音波プローブ１０は、１次元又は２次元のトランスデューサアレイを構成する複数の
超音波トランスデューサ１０ａを含んでいる。それらの超音波トランスデューサ１０ａは
、印加される複数の駆動信号に基づいて超音波を被検体に送信すると共に、被検体から伝
搬する超音波エコーを受信して複数の受信信号を出力する。
【００２０】
　各超音波トランスデューサ１０ａは、例えば、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛：Pb(lea
d) zirconate titanate）に代表される圧電セラミックや、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリ
デン：polyvinylidene difluoride）に代表される高分子圧電素子等の圧電性を有する材
料（圧電体）の両端に電極を形成した振動子によって構成される。そのような振動子の電
極に、パルス状又は連続波の電圧を印加すると、圧電体が伸縮する。この伸縮により、そ
れぞれの振動子からパルス状又は連続波の超音波が発生し、それらの超音波の合成によっ
て超音波ビームが形成される。また、それぞれの振動子は、伝搬する超音波を受信するこ
とによって伸縮し、電気信号を発生する。それらの電気信号は、超音波の受信信号として
出力される。
【００２１】
　走査制御部１１は、超音波ビームの送信方向及び超音波エコーの受信方向を順次設定す
る。送信遅延パターン記憶部１２～受信制御部２３は、複数の駆動信号を複数の超音波ト
ランスデューサ１０ａに供給すると共に、複数の超音波トランスデューサ１０ａから出力
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される複数の受信信号に対して受信フォーカス処理を施すことにより、超音波の受信方向
に沿った音線信号を生成する信号処理手段を構成している。
【００２２】
　送信遅延パターン記憶部１２は、超音波ビームを形成する際に用いられる複数の送信遅
延パターンを記憶している。送信制御部１３は、走査制御部１１において設定された送信
方向に応じて、送信遅延パターン記憶部１２に記憶されている複数の遅延パターンの中か
ら１つのパターンを選択し、そのパターンに基づいて、複数の超音波トランスデューサ１
０ａの駆動信号にそれぞれ与えられる遅延時間を設定する。あるいは、送信制御部１３は
、複数の超音波トランスデューサ１０ａから一度に送信される超音波が被検体の撮像領域
全体に届くように遅延時間を設定しても良い。
【００２３】
　駆動信号発生部１４は、例えば、複数の超音波トランスデューサ１０ａに対応する複数
のパルサによって構成されている。駆動信号発生部１４は、送信制御部１３によって設定
された遅延時間に従って、複数の超音波トランスデューサ１０ａから送信される超音波が
超音波ビームを形成するように複数の駆動信号を超音波プローブ１０に供給し、又は、複
数の超音波トランスデューサ１０ａから一度に送信される超音波が被検体の撮像領域全体
に届くように複数の駆動信号を超音波プローブ１０に供給する。
【００２４】
　受信信号処理部２１は、複数の超音波トランスデューサ１０ａに対応して、複数の増幅
器（プリアンプ）２１ａと、複数のＡ／Ｄ変換器２１ｂとを含んでいる。超音波トランス
デューサ１０ａから出力される受信信号は、増幅器２１ａにおいて増幅され、増幅器２１
ａから出力されるアナログの受信信号は、Ａ／Ｄ変換器２１ｂによってディジタルの受信
信号に変換される。Ａ／Ｄ変換器２１ｂは、ディジタルの受信信号を受信制御部２３に出
力する。
【００２５】
　受信遅延パターン記憶部２２は、複数の超音波トランスデューサ１０ａから出力される
複数の受信信号に対して受信フォーカス処理を行う際に用いられる複数の受信遅延パター
ンを記憶している。受信制御部２３は、走査制御部１１において設定された受信方向に基
づいて、受信遅延パターン記憶部２２に記憶されている複数の受信遅延パターンの中から
１つのパターンを選択し、その受信遅延パターンに基づいて、複数の受信信号に遅延を与
えて加算することにより、受信フォーカス処理を行う。この受信フォーカス処理により、
超音波エコーの焦点が絞り込まれた受信信号（音線信号）が形成される。
【００２６】
　Ｂモード画像信号生成部３０は、受信制御部２３によって生成される音線信号に基づい
て、被検体内の組織に関する断層画像情報であるＢモード画像信号を生成する。そのため
に、Ｂモード画像信号生成部３０は、包絡線検波部３１と、ＳＴＣ（sensitivity time c
ontrol）部３２と、ＤＳＣ（digital scan converter：ディジタル・スキャン・コンバー
タ）３３とを含んでいる。
【００２７】
　包絡線検波部３１は、受信制御部２３によって生成される音線信号に対して包絡線検波
処理を施す。ＳＴＣ部３２は、包絡線検波部３１によって包絡線検波処理が施された音線
信号に対して、超音波の反射位置の深度に応じて、距離による減衰の補正を施す。ＤＳＣ
３３は、ＳＴＣ部３２によって補正された音線信号を通常のテレビジョン信号の走査方式
に従う画像信号に変換（ラスター変換）し、階調処理等の必要な画像処理を施すことによ
り、Ｂモード画像信号を生成する。
【００２８】
　測定部４１～弾性率計算部４３は、超音波プローブ１０から出力される複数の受信信号
に基づいて、血管における圧較差又は血管の弾性に関する情報を求める。本実施形態にお
いては、超音波プローブ１０から出力される複数の受信信号に基づいて信号処理手段によ
って生成される複数の音線信号が用いられる。
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【００２９】
　圧較差を測定する際に、測定部４１は、受信制御部２３から出力される複数の音線信号
を用いて、被検体内の血管の内径と、径方向の複数の位置における血流速度とをほぼ同時
に測定する。ここで、「ほぼ同時」とは、超音波プローブ１０から送信される超音波ビー
ムが血管内における径方向の複数の位置をスキャンできる程度の時間差を許容するものと
する。血流速度は、超音波ドプラ法を用いて測定される。
【００３０】
　圧較差計算部４２は、測定部４１によって測定された血流速度を径方向に微分すること
によって血管の内壁点における径方向の速度勾配を計算し、計算された速度勾配と、測定
部４１によって測定された血管の内径と、予め設定された血液の粘性率とに基づいて、血
管の所定の長さの両端における圧較差を計算する。この計算方法については、後で詳しく
説明する。
【００３１】
　また、血管の弾性率を測定する際に、測定部４１は、受信制御部２３から出力される複
数の音線信号を用いて、血管の長手方向に所定の距離だけ離れた２つの位置における血管
の内径と、少なくとも１つの位置における血管の厚さと、径方向の複数の位置における血
流速度とをほぼ同時に測定する。ここで、「ほぼ同時」とは、超音波プローブ１０から送
信される超音波ビームが血管内における径方向の複数の位置をスキャンできる程度の時間
差を許容するものとする。血流速度は、超音波ドプラ法を用いて測定される。
【００３２】
　弾性率計算部４３は、測定部４１によって測定された血流速度を径方向に微分すること
によって血管の内壁点における径方向の速度勾配を計算し、計算された速度勾配と、測定
部４１によって測定された血管の内径及び厚さと、２つの位置における血管の内径差と、
所定の距離と、予め設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の弾性率を計算する。こ
の計算方法については、後で詳しく説明する。
【００３３】
　図２は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置を用いた血管の弾性率の測定を示す
図である。図２に示すように、超音波プローブ１０は、リニアに配置された配列トランス
デューサを有しており、その中で、所定の距離Ｌだけ離れて配置された第１群の超音波ト
ランスデューサ１０１及び第２群の超音波トランスデューサ１０２と、第３群の超音波ト
ランスデューサ１０３とが用いられる。
【００３４】
　第１群の超音波トランスデューサ１０１及び第２群の超音波トランスデューサ１０２は
、所定の距離Ｌだけ離れた２つの位置に血管の内径及び厚さ測定用ビームを形成するよう
に超音波の送受信を同時に行う。また、第３群の超音波トランスデューサ１０３は、血管
内における径方向の複数の位置に血流速度測定用の斜めビームを順次形成するように超音
波の送受信を行い、このビームが、血流計測用のドプラビームとして用いられる。
【００３５】
　図３は、本発明の一実施形態の変形例に係る超音波診断装置を用いた血管の弾性率の測
定を示す図である。図２においては配列トランスデューサが用いられるが、血管の弾性率
を測定するためには、配列トランスデューサは必ずしも必要でない。そこで、この変形例
においては、血管の弾性率を測定するために、３つの超音波トランスデューサ２０１～２
０３を含む超音波プローブ２０が用いられる。なお、図１において、Ｂモード画像信号を
生成するためのＢモード画像信号生成部３０等も不要になる。
【００３６】
　図３に示すように、第１の超音波トランスデューサ２０１及び第２の超音波トランスデ
ューサ２０２が、所定の距離Ｌだけ離れた２つの位置において、血管の内径及び厚さを測
定するための超音波を送受信する。また、第３の超音波トランスデューサ２０３は、ドプ
ラ血流測定用のものであり、血流速度を測定するための超音波を送受信する。血管内にお
ける径方向の複数の位置を超音波でスキャンするためには、例えば、第３の超音波トラン
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【００３７】
　再び図１を参照すると、画像表示制御部５１は、操作卓６１を用いたオペレータの操作
に従って、Ｂモード画像信号生成部３０によって生成されるＢモード画像信号と、圧較差
計算部４２の計算結果と、弾性率計算部４３の計算結果との内の少なくとも１つを選択し
て、表示用の画像信号を生成する。表示部５２は、例えば、ＣＲＴやＬＣＤ等のディスプ
レイ装置を含んでおり、表示用の画像信号に基づいて超音波画像又は計算結果を表示する
。
【００３８】
　制御部６２は、操作卓６１を用いたオペレータの操作に従って、走査制御部１１、Ｂモ
ード画像信号生成部３０、測定部４１等を制御する。本実施形態においては、走査制御部
１１、送信制御部１３、受信制御部２３～画像表示制御部５１、及び、制御部６２が、Ｃ
ＰＵとソフトウェア（プログラム）によって構成されるが、それらをディジタル回路やア
ナログ回路で構成しても良い。上記のソフトウェア（プログラム）は、格納部６３に格納
される。格納部６３における記録媒体としては、内蔵のハードディスクの他に、フレキシ
ブルディスク、ＭＯ、ＭＴ、ＲＡＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、又は、ＤＶＤ－ＲＯＭ等を用いるこ
とができる。
【００３９】
　次に、図１に示す超音波診断装置において用いられる圧較差測定方法について詳しく説
明する。
　図４は、管壁にかかるずり応力の算出を説明するための模式図である。管の長さをＬと
し、管の半径（内径）をＲとし、長さＬの両端にかかる圧力をそれぞれＰ１及びＰ２とす
れば、図４に示すように、管の内壁にかかるずり応力τは、管の両端にかかる力の差が管
の内壁面に作用することにより生じると考えられるから、次式（１）で与えられる。
【数１】

ここで、ΔＰは、長さＬの管の両端における圧較差（圧力差）を表している。
【００４０】
　一方、管に粘性率μの粘性流体が流れるとき、その流体内におけるずり応力は、粘性係
数とずり速度（即ち、速度勾配）との積で与えられるから、次式（２）が成立する。ただ
し、ｕは流体の流速を表し、ｒは管の径方向の変移を表す。
【数２】

【００４１】
　これより、粘性流体が流れる半径Ｒの管においては、内壁のずり応力は、式（２）にお
いてｒ＝Ｒと置いたものになる。従って、式（１）及び（２）から、次式（３）が求めら
れる。
【数３】

式（３）から、次式（４）が求められる。
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【数４】

【００４２】
　血流は非圧縮性の粘性流と考えられるから、式（４）は、血管に適用することができる
。血管半径Ｒは、超音波撮像法によって容易に測定することができる。また、速度勾配は
、超音波ドプラ法によって測定された血流速度を管径方向に微分することによって容易に
計算することができる。即ち、血管の内壁面又は内壁点における流速微分値を算出すれば
良い。このようにして、超音波による計測値に基づいて、所定の長さＬの血管の両端にお
ける圧較差ΔＰを、血液の粘性率μの関数として求めることができる。なお、血液の粘性
率μは、定数として与えることができる。
【００４３】
　以上の原理に基づく圧較差測定方法は、次のようなものである。まず、ステップ（ａ）
において、超音波診断装置が、複数の超音波トランスデューサを含む超音波プローブを用
いて、超音波を被検体に送信すると共に、被検体から伝搬する超音波エコーを受信するこ
とにより、測定部４１が、被検体内の血管の内径と、径方向の複数の位置における血流速
度とをほぼ同時に測定する。
【００４４】
　次に、ステップ（ｂ）において、圧較差計算部４１が、ステップ（ａ）において測定さ
れた血流速度を径方向に微分することによって血管の内壁点における径方向の速度勾配を
計算し、計算された速度勾配と、ステップ（ａ）において測定された血管の内径と、予め
設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の所定の長さの両端における圧較差を計算す
る。即ち、血流速度をｕとし、血管の径方向の変移をｒとし、血管の内半径をＲとし、血
管の所定の長さをＬとし、血液の粘性率をμとしたときに、圧較差計算部４１は、長さＬ
の両端における圧較差ΔＰを、式（４）に従って計算する。
【００４５】
　次に、図１に示す超音波診断装置において用いられる血管弾性測定方法について詳しく
説明する。ここでは、血流が拍動している場合について考える。
　図５は、弾性管の内圧変化及び内径変化を示す図である。弾性管について、半径をＲと
し、管壁の厚さをｈとし、弾性率（ヤング率）をＥとして、弾性管における脈派の伝搬に
ついて検討する。図５の（ａ）に示すように、ある時刻で半径がＲで内圧がＷである管に
おいて、図５の（ｂ）に示すように、ｔ秒後に内圧が（Ｗ＋Ｐ）になり、また、半径が（
Ｒ＋ｄ）に増したとする。管の長さ方向をｘとし、時刻ｔに至る過程において、内圧の変
化Ｐがｘ方向に勾配を持つものと考える。その場合に、長さＬの層の前面と後面との間で
は、（∂Ｐ／∂ｘ）Ｌの圧較差を持つことになり、これが血液を動かす圧力となる。
【００４６】
　図６は、弾性管の内圧変化に対する力の平衡を説明するための図である。図６の（ａ）
に示すような断面（ハッチングされた部分）を考えると、半径の伸び率ｄ／Ｒに対して管
壁の断面に働く力は、単位面積当り（ｄ／Ｒ）Ｅである。従って、断面に働く張力ＦＰは
、弾性管の長さをξとして、断面が上下方向に引っ張られるから、次式（５）で表される
。

【数５】

【００４７】
　一方、図６の（ｂ）に示すように、弾性管の内壁面に面積がξＲｄθの内面（ハッチン
グされた部分）を考えると、内面に働く圧力をｑとすれば、内面に働く力Ｆ０は、次式（
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６）で表される。
【数６】

ここで、面積がξｈの断面を引き離そうとする力Ｆｒは、ｓｉｎθ方向に働く力であるか
ら、次式（７）で表される。

【数７】

【００４８】
　断面を引き離そうとする力Ｆｒと断面に働く張力ＦＰとは釣り合うから、Ｆｒ＝ＦＰと
なり、従って、次式（８）が成立する。

【数８】

【００４９】
　ここで、ｑは内径を伸ばすように働く内圧であるから、時刻ｔにおける圧力の増分Ｐに
等しくなければならない。従って、次式（９）が成立する。

【数９】

式（９）をｘについて微分すると、次式（１０）が得られる。
【数１０】

【００５０】
　以上においては、血管内圧の変化Ｐ及び内径の変化ｄが時刻ｔに至る過程における変化
量であるとしたが、その時刻を固定し、管長方向ｘに対するそれぞれの変化の関係を考え
ても、式（１０）は成り立つ。ここで、壁厚ｈもｘの関数となるが、壁厚ｈの変化量は内
径の変化ｄに比べて極めて小さいと考えられるので一定とみなし、式（１０）を長さＬに
ついて積分すると、次式（１１）が得られる。

【数１１】

従って、次式（１２）が得られる。
【数１２】

ただし、ΔＰは長さＬの両端における圧較差であり、Δｄは長さＬの両端における内径差
である。
【００５１】
　式（４）を式（１２）に代入すると、次式（１３）が得られる。
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【数１３】

式（１３）を変形すると、次式（１４）が得られる。
【数１４】

【００５２】
　図７は、血管の弾性率の計算に用いられる項目を説明するための図である。図７の（ａ
）は、血管が一様な内径を有する状態を示している。また、図７の（ｂ）は、血管の一端
が膨らんだ状態を示している。これは、拍動による圧の上昇によってもたらされたもので
ある。図７の（ｂ）に示すように、図中右端の第１の位置において、血管の内径（直径）
が２Ｒで表され、内圧がＷで表される。これは、拍動による圧の上昇が、まだこの位置に
は到達していないことを示している。一方、第１の位置から血流の上流方向へ所定の距離
Ｌだけ離れた図中左端の第２の位置において、血管の内径（直径）が（２Ｒ＋Δｄ）で表
され、内圧が（Ｗ＋ΔＰ）で表される。また、第２の位置における血流速度がｕで表され
る。
【００５３】
　ここで、厳密には、血管径Ｒは血管の場所によって異なり、血管壁におけるずり応力も
場所によって異なる。従って、本来、式（１４）におけるずり速度としては、長さＬの血
管部分における平均値をとる必要がある。血管の断面積をＡとすれば、この血管部分にお
いて、次式（１５）に示す連続の式が成り立つ。
【数１５】

圧の変化ΔＰが最大になる時点において断面積Ａも最大となり、断面積の時間的変化はゼ
ロである。従って、このときには、次式（１６）が成り立つ。
【数１６】

【００５４】
　即ち、血流速度は、血管断面積の変化に反比例する。図７の（ｂ）に示す右端において
は、血管径の違いΔｄから生じる断面積の減少分だけ血流速度が増している。しかしなが
ら、断面積の差はたかだか数％であり、血流速度の差も大きくはないため、血管内壁にお
けるずり速度の場所による違いは小さいものと考えられる。従って、長さＬの中央付近に
おいて血管壁におけるずり速度を求めれば、それは、長さＬにおける平均的なずり応力を
与えるものと考えて差し支えない。
【００５５】
　以上の原理に基づく血管弾性測定方法は、次のようなものである。まず、ステップ（ａ
）において、超音波診断装置が、複数の超音波トランスデューサを含む超音波プローブを
用いて、超音波を被検体に送信すると共に、被検体から伝搬する超音波エコーを受信する
ことにより、測定部４１が、血管の長手方向に所定の距離だけ離れた２つの位置における
血管の内径と、少なくとも１つの位置における血管の厚さと、径方向の複数の位置におけ
る血流速度とをほぼ同時に測定する。
【００５６】
　次に、ステップ（ｂ）において、弾性率計算部４３が、ステップ（ａ）において測定さ
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れた血流速度を径方向に微分することによって血管の内壁点における径方向の速度勾配を
計算し、計算された速度勾配と、ステップ（ａ）において測定された血管の内径及び厚さ
と、２つの位置における血管の内径差と、所定の距離と、予め設定された血液の粘性率と
に基づいて、血管の弾性率を計算する。即ち、血流速度をｕとし、血管の径方向の変移を
ｒとし、血管の厚さをｈとし、血管の内半径をＲとし、２つの位置における血管の内径差
をΔｄとし、所定の距離をＬとし、血液の粘性率をμとしたときに、弾性率計算部４３が
、血管の弾性率Ｅを、式（１４）に従って計算する。
【００５７】
　さらに、血管弾性の推定精度を向上させるためには、血管の血管の内径差（内径変化量
）Δｄが出来る限り大きくなるような時点を選択する必要がある。即ち、それは圧較差Δ
Ｐが最大になる時点であると考えられるが、それは速度勾配が最大になる時点と同じであ
るから、ドプラ血流計測値から推定することが可能である。即ち、管壁における速度勾配
を実時間で測定しながら、所定の期間内において速度勾配が最大となった時点における血
管内径測定値を用いれば良い。
【００５８】
　具体的には、弾性率計算部４３が、測定部４１によって繰り返し測定される血流速度に
基づいて速度勾配を計算し、所定の期間内のある時点において速度勾配が最大となったと
きに、その速度勾配と、その時点において測定された血管の内径及び厚さと、その時点に
おいて測定された２つの位置における血管の内径差と、所定の距離と、予め設定された血
液の粘性率とに基づいて、血管の弾性率を計算することが望ましい。
【００５９】
　また、所定の長さＬの両端における圧較差ΔＰが最大のときには、その両端における血
管の内径差Δｄも最大になっているものと考えられる。従って、血管の内径差Δｄが最大
になったときの速度勾配を求めることも、血管弾性精度向上に有効である。
【００６０】
　具体的には、弾性率計算部４３が、測定部４１によって繰り返し測定される２つの位置
における血管の内径に基づいて血管の内径差を計算し、所定の期間内のある時点において
血管の内径差が最大となったときに、その血管の内径差と、その時点において測定された
血管の内径及び厚さと、その時点において測定された血流速度から計算された速度勾配と
、所定の距離と、予め設定された血液の粘性率とに基づいて、血管の弾性率を計算するこ
とが望ましい。
【００６１】
　以上において説明した血管弾性測定方法によって、血圧を測定しなくても超音波検査だ
けで血管弾性を推定することが可能である。しかも、測定は極めて簡便であり、前処理も
後処理も必要がない。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　本発明は、超音波診断装置において、被検体内において反射された超音波エコーの受信
信号に基づいて血管における圧較差又は血管の弾性に関する情報を求めるために利用する
ことが可能である。
【符号の説明】
【００６３】
　１０、２０　超音波プローブ
　１０ａ、１０１～１０３、２０１～２０３　超音波トランスデューサ
　１１　走査制御部
　１２　送信遅延パターン記憶部
　１３　送信制御部
　１４　駆動信号発生部
　２１　受信信号処理部
　２１ａ　増幅器



(14) JP 5199157 B2 2013.5.15

10

　２１ｂ　Ａ／Ｄ変換器
　２２　受信遅延パターン記憶部
　２３　受信制御部
　３０　Ｂモード画像信号生成部
　３１　包絡線検波部
　３２　ＳＴＣ部
　３３　ＤＳＣ
　４１　測定部
　４２　圧較差計算部
　４３　弾性率計算部
　５１　画像表示制御部
　５２　表示部
　６１　操作卓
　６２　制御部
　６３　格納部

【図１】 【図２】

【図３】
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